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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
十
二
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

二

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四

二

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
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域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係

域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係

る
承
認
を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を

る
承
認
を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を

受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物

受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物

及
び
同
表
の
第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と

及
び
同
表
の
第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と

す
る
。

す
る
。

第
１

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

地
域

を
原

産
地

又
は

船
第

１
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
地

域
を

原
産

地
又

は
船

積
地

域
と

す
る

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
貨

物
積

地
域

と
す

る
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

貨
物

貨
物

貨
物

地
域

項
目

関
税

率
表

貨
物

名
地

域
項

目
関

税
率

表
貨

物
名

番
号

の
番

号
等

番
号

の
番

号
等

大
西

洋
ま

0
3
0
2
･
3
5

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

三
の

９
の

0
3
0
2
･
3
5

く
ろ

ま
ぐ

ろ

（

ぐ
ろ

類
の

0
3
0
2
･
9
1
-
2

大
西

洋
又

は
地

(
1
)
に

掲
0
3
0
2
･
9
1
-
2

大
西

洋
又

は
地

保
存

の
た

0
3
0
2
･
9
9
-
1

中
海

に
お

い
て

げ
る

国
又

0
3
0
2
･
9
9
-
1

中
海

に
お

い
て

め
の

国
際

0
3
0
2
･
9
9
-
2

蓄
養

さ
れ

た
生

は
地

域
を

0
3
0
2
･
9
9
-
2

蓄
養

さ
れ

た
生

条
約

の
締

-
(
2
)

鮮
又

は
冷

蔵
の

除
く

国
又

-
(
2
)

鮮
又

は
冷

蔵
の
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約
国

及
び

0
3
0
4
･
4
9
-
2

ト
ゥ

ヌ
ス

・
テ

は
地

域

（

0
3
0
4
･
4
9
-
2

ト
ゥ

ヌ
ス

・
テ

協
力

的
な

0
3
0
4
･
5
9
-
2

ィ
ヌ

ス
に

限
る

当
該

国
又

0
3
0
4
･
5
9
-
2

ィ
ヌ

ス
に

限
る

非
締

約
国

）

は
地

域
を

）

。
。

（地
域

を
原

産
地

と

含
む

）

す
る

場
合

。

以
外

の
国

に
限

る
。

又
は

地
域

）

（当
該

国

又
は

地
域

を
原

産
地

と
す

る
場

合
に

限
る

）

。み
な

み
ま

0
3
0
2
･
3
6

み
な

み
ま

ぐ
ろ

三
の

９
の

0
3
0
2
･
3
6

み
な

み
ま

ぐ
ろ

ぐ
ろ

の
保

0
3
0
2
･
9
1
-
2

（生
鮮

又
は

冷
(
2
)
に

掲
0
3
0
2
･
9
1
-
2

（生
鮮

又
は

冷

存
の

た
め

0
3
0
2
･
9
9
-
1

蔵
の

み
な

み
ま

げ
る

国
又

0
3
0
2
･
9
9
-
1

蔵
の

み
な

み
ま

の
条

約
の

0
3
0
2
･
9
9
-
2

ぐ
ろ

に
限

る
は

地
域

を
0
3
0
2
･
9
9
-
2

ぐ
ろ

に
限

る
。

。
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締
約

国
及

-
(
2
)

）

除
く

国
又

-
(
2
)

）

び
協

力
的

0
3
0
4
･
4
9
-
2

は
地

域

（

0
3
0
4
･
4
9
-
2

な
非

締
約

0
3
0
4
･
5
9
-
2

当
該

国
又

0
3
0
4
･
5
9
-
2

国

（地
域

は
地

域
を

を
含

む
原

産
地

と
。

）以
外

の
す

る
場

合

国
又

は
地

に
限

る
。

域

（当
該

）

国
又

は
地

域
を

原
産

地
と

す
る

場
合

に
限

る

）

。［略

］

［略

］

第
２

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
動

植
物

及
び

そ
の

派
生

物
モ

第
２

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
動

植
物

及
び

そ
の

派
生

物
モ

、
、

ン
ト

リ
オ

ール
議

定
書

附
属

書
に

定
め

る
物

質
及

び
ン

ト
リ

オ

ール
議

定
書

附
属

書
に

定
め

る
物

質
及

び
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製
品

化
学

兵
器

の
禁

止
及

び
特

定
物

質
の

規
制

等
製

品
化

学
兵

器
の

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
等

、
、

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

第
一

種
指

定
物

質
等

並
び

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

第
一

種
指

定
物

質
等

並
び

に
水

銀
に

関
す

る
水

俣
条

約
に

定
め

る
水

銀
に

水
銀

に
関

す
る

水
俣

条
約

に
定

め
る

水
銀

１
絶

滅
の

お
そ

れ
の

あ
る

野
生

動
植

物
の

種
の

国
１

三
の

９
の

（３

）の
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
国

又

際
取

引
に

関
す

る
条

約

（以
下

「ワ
シ

ン
ト

ン
条

は
地

域
を

除
く

国
又

は
地

域
を

原
産

地
又

は
船

積

約

」と
い

う

）の
締

約
国

及
び

同
条

約
の

管
理

地
域

と
す

る
絶

滅
の

お
そ

れ
の

あ
る

野
生

動
植

物
。

当
局

に
準

ず
る

当
局

を
有

す
る

国
又

は
地

域

（以
の

種
の

国
際

取
引

に
関

す
る

条
約

（以
下

「ワ
シ

下

「締
約

国
等

」と
い

う

）以
外

の
国

又
は

地
ン

ト
ン

条
約

」と
い

う

）附
属

書
Ⅰ

に
掲

げ
る

。
。

域
を

原
産

地
又

は
船

積
地

域
と

す
る

同
条

約
附

属
種

に
属

す
る

動
物

又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

書
Ⅰ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
体

の
一

部
及

び
派

生
物

（卵
種

子
球

根
果

、
、

、

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物

（卵
種

実

（果
皮

を
含

む

）

は
く

製
又

は
加

工
品

を
、

。
、

子
球

根
果

実

（果
皮

を
含

む

）

は
く

製
い

う
以

下
同

じ

）

同
条

約
附

属
書

Ⅱ
に

掲
、

、
。

、
。

。
、

又
は

加
工

品
を

い
う

以
下

同
じ

）

同
条

約
げ

る
種

に
属

す
る

動
物

（ク
ロ

ト
ガ

リ
ザ

メ
ヨ

。
。

、
、
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附
属

書
Ⅱ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物

（ク
ロ

ト
ゴ

レ
ア

カ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
ヒ

ラ
シ

ュ
モ

ク
ザ

、
、

ガ
リ

ザ
メ

ヨ
ゴ

レ
ア

カ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
ヒ

メ
シ

ロ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
オ

ナ
ガ

ザ
メ

属
全

種
、

、
、

、
、

ラ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
シ

ロ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
オ

ナ
ウ

バ
ザ

メ
ホ

ホ
ジ

ロ
ザ

メ
ニ

シ
ネ

ズ
ミ

ザ
、

、
、

、
、

ガ
ザ

メ
属

全
種

ウ
バ

ザ
メ

ホ
ホ

ジ
ロ

ザ
メ

メ
ジ

ン
ベ

イ
ザ

メ
タ

ツ
ノ

オ
ト

シ
ゴ

属
全

種
、

、
、

、
、

ア
オ

ザ
メ

バ
ケ

ア
オ

ザ
メ

ニ
シ

ネ
ズ

ミ
ザ

メ
及

び
ホ

ロ
ト

ゥ
リ

ア
・

フ
ス

コ
ギ

ル
ヴ

ァ
を

除
く

、
、

ジ
ン

ベ
イ

ザ
メ

タ
ツ

ノ
オ

ト
シ

ゴ
属

全
種

及

）又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
、

、
。

び
ホ

ロ
ト

ゥ
リ

ア
・

フ
ス

コ
ギ

ル
ヴ

ァ
を

除
く

び
派

生
物

（植
物

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
に

。

）又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

あ
っ

て
は

附
属

書
Ⅱ

に
よ

り
特

定
さ

れ
る

も
の

、

派
生

物

（植
物

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
に

あ
に

限
る

）並
び

に
三

の
９

の

（３

）の
イ

及
び

。

っ
て

は
附

属
書

Ⅱ
に

よ
り

特
定

さ
れ

る
も

の
に

ロ
に

掲
げ

る
国

又
は

地
域

を
除

く
国

又
は

地
域

を
、

限
る

）並
び

に
同

条
約

の
締

約
国

等
以

外
の

国
船

積
地

域
と

し
か

つ
同

条
約

附
属

書
Ⅲ

に
掲

。
、

、

又
は

地
域

を
船

積
地

域
と

し
か

つ
同

条
約

附
げ

る
国

を
原

産
地

と
す

る
附

属
書

Ⅲ
に

掲
げ

る
種

、
、

属
書

Ⅲ
に

掲
げ

る
国

を
原

産
地

と
す

る
附

属
書

Ⅲ
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
に

附
属

書
Ⅲ

に
よ
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に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
に

附
り

特
定

さ
れ

る
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

属
書

Ⅲ
に

よ
り

特
定

さ
れ

る
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
物

部
及

び
派

生
物

２
モ

ン
ト

リ
オ

ール
議

定
書

の
締

約
国

（地
域

を
２

三
の

９
の

（４

）に
掲

げ
る

国
又

は
地

域
を

除

含
む

）以
外

の
国

又
は

地
域

を
船

積
地

域
と

す
く

国
又

は
地

域
を

船
積

地
域

と
す

る
モ

ン
ト

リ
オ

。

る
同

議
定

書
附

属
書

Ａ
か

ら
Ｃ

ま
で

及
び

Ｅ
に

掲

ール
議

定
書

附
属

書
Ａ

か
ら

Ｃ
ま

で
及

び
Ｅ

に
掲

げ
る

物
質

並
び

に
同

議
定

書
附

属
書

Ｄ
に

掲
げ

る
げ

る
物

質
並

び
に

同
議

定
書

附
属

書
Ｄ

に
掲

げ
る

製
品

製
品

３
化

学
兵

器
の

開
発

生
産

貯
蔵

及
び

使
用

の
３

三
の

９
の

（５

）に
掲

げ
る

国
又

は
地

域
を

除
、

、

禁
止

並
び

に
廃

棄
に

関
す

る
条

約
の

締
約

国
（地

く
国

又
は

地
域

を
船

積
地

域
と

す
る

化
学

兵
器

の

域
を

含
む

）以
外

の
国

又
は

地
域

を
船

積
地

域
禁

止
及

び
特

定
物

質
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律

（

。

と
す

る
化

学
兵

器
の

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
平

成
七

年
法

律
第

六
十

五
号

以
下

「化
学

兵
器

。

等
に

関
す

る
法

律

（平
成

七
年

法
律

第
六

十
五

号
禁

止
法

」と
い

う

）第
二

条
第

五
項

に
規

定
す

。
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以
下

「化
学

兵
器

禁
止

法

」と
い

う

）第
二

る
第

一
種

指
定

物
質

及
び

第
一

種
指

定
物

質
を

含
。

。

条
第

五
項

に
規

定
す

る
第

一
種

指
定

物
質

及
び

第
有

す
る

も
の

（化
学

兵
器

の
禁

止
及

び
特

定
物

質

一
種

指
定

物
質

を
含

有
す

る
も

の

（化
学

兵
器

の
の

規
制

等
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（平
成

七
年

政

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

施
令

第
百

九
十

二
号

）別
表

二
の

項
の

第
三

欄
に

掲

行
令

（平
成

七
年

政
令

第
百

九
十

二
号

）別
表

二
げ

る
第

一
種

指
定

物
質

に
つ

い
て

は
そ

の
含

有
量

の
項

の
第

三
欄

に
掲

げ
る

第
一

種
指

定
物

質
に

つ
が

全
重

量
の

１
％

以
下

の
も

の
同

項
第

四
欄

に
、

い
て

は
そ

の
含

有
量

が
全

重
量

の
１

％
以

下
の

も
掲

げ
る

第
一

種
指

定
物

質
に

つ
い

て
は

そ
の

含
有

の
同

項
第

四
欄

に
掲

げ
る

第
一

種
指

定
物

質
に

量
が

全
重

量
の

１
０

％
以

下
の

も
の

及
び

個
人

的
、

つ
い

て
は

そ
の

含
有

量
が

全
重

量
の

１
０

％
以

下
使

用
に

供
さ

れ
る

小
売

用
の

包
装

に
し

た
も

の

（

の
も

の
及

び
個

人
的

使
用

に
供

さ
れ

る
小

売
用

の
瓶

缶
チ

ュ

ーブ
そ

の
他

の
容

器
に

詰
め

ら
れ

、
、

包
装

に
し

た
も

の

（瓶
缶

チ
ュ

ーブ
そ

の
他

た
も

の
を

含
む

）を
除

く

）

、
、

。
。

の
容

器
に

詰
め

ら
れ

た
も

の
を

含
む

）を
除

く
。

）

。
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４
水

銀
に

関
す

る
水

俣
条

約
の

締
約

国

（地
域

を
４

三
の

９
の

（５

）に
掲

げ
る

国
を

除
く

国
又

は

含
む

）以
外

の
国

又
は

地
域

を
船

積
地

域
と

す
地

域
を

船
積

地
域

と
す

る
水

銀
に

関
す

る
水

俣
条

。

る
同

条
約

第
三

条
１

(
a
)
に

規
定

す
る

水
銀

約
第

三
条

１
(
a
)
に

規
定

す
る

水
銀

二
の
二

[

略]

二
の
二

[

略]

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お

三

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸

り
と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸

入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の

入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の

貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規

入
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
行
う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る

定
に
よ
り
行
う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る

場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ

場
合
に
お
い
て
の
６
の

か
ら

ま
で
の
区
分
に
応
じ

(1)

(5)

(1)

(5)

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８

す
る
場
合
に
お
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
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の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
の
８
の

か
ら

(1)

(10)

(1)

(10)

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関

ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関

へ
の
提
出
と
す
る
。

へ
の
提
出
と
す
る
。

１
～
７

［
略
］

１
～
７

［
略
］

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は

８

次
の

か
ら

ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は

(1)

(10)

(1)

(10)

、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第

、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第

六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前
に
貨
物
を
引
き

六
十
七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前
に
貨
物
を
引
き

取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項

取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項

の
承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入

の
承
認
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入

れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一
項
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

を
含
む
。
）
の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な

か
ら

ま
で
に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な

(1)

(10)

(1)

(10)
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

［
略
］

・

［
略
］

(1)

(2)

(1)

(2)

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
締
約
国
等
を
船
積
地
域
と

９
の

の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
を

(3)

(3)

(3)

す
る
同
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動

船
積
地
域
と
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅰ
に

物
（
み
ん
く
鯨
、
み
な
み
み
ん
く
鯨
（
く
ろ
み
ん

掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（
み
ん
く
鯨
、
み
な
み

く
鯨
）
、
い
わ
し
鯨
、
に
た
り
鯨
、
つ
の
し
ま
鯨

み
ん
く
鯨
（
く
ろ
み
ん
く
鯨
）
、
い
わ
し
鯨
、
に

、
な
が
す
鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

た
り
鯨
、
つ
の
し
ま
鯨
、
な
が
す
鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン

ア
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
ま
っ
こ
う
鯨
及
び
つ
ち
鯨
に

ド
ウ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
ま
っ

限
る
。
）
又
は
植
物
（
人
工
的
に
繁
殖
さ
せ
た
交

こ
う
鯨
及
び
つ
ち
鯨
に
限
る
。
）
又
は
植
物
（
人

配
種
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部

工
的
に
繁
殖
さ
せ
た
交
配
種
に
限
る
。
）
並
び
に

及
び
派
生
物
（
７
の

に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣

こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（
７
の

に

(3)

(3)

の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
及
び

に
掲
げ
る
も

基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も

(2)

の
を
除
く
。
）
、
同
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種

の
及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
約

(2)
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に
属
す
る
動
物
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ガ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、

附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（
ク
ロ
ト

ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
シ

ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ

ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ

ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ

ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ

ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ
ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、

ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ

ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ

ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ

、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及

ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
又
は
植
物
並
び
に
こ

び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。

れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（
植
物
の
個
体

）
又
は
植
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び

の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
、
附
属
書
Ⅱ
に

派
生
物
（
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ

よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

っ
て
は
、
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に

二
の
表
の第

２

に
基
づ
く
二
号
承
認
を
受
け
る
こ

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の第

２

に
基
づ
く

と
を
要
し
な
い
も
の
及
び
７
の

か
ら

ま
で
に

二
号
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
及
び

(2)

(4)

基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を

７
の

か
ら

ま
で
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の

(2)

(4)
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要
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
積
地
域
に

確
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

係
る
国
若
し
く
は
地
域
の
管
理
当
局
又
は
こ
れ
に

は
、
当
該
船
積
地
域
に
係
る
国
若
し
く
は
地
域
の

準
ず
る
当
局
（
以
下
「
管
理
当
局
等
」
と
い
う
。

管
理
当
局
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
当
局
（
以
下
「
管

）
が
同
条
約
に
基
づ
き
発
給
す
る
当
該
貨
物
に
係

理
当
局
等
」
と
い
う
。
）
が
同
条
約
に
基
づ
き
発

る
輸
出
許
可
書
又
は
再
輸
出
証
明
書
の
原
本

給
す
る
当
該
貨
物
に
係
る
輸
出
許
可
書
又
は
再
輸

出
証
明
書
の
原
本

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属

(4)

(4)

す
る
動
物
又
は
植
物
並
び
に
附
属
書
Ⅲ
に
よ
り
特

す
る
動
物
又
は
植
物
並
び
に
附
属
書
Ⅲ
に
よ
り
特

定
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（

定
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（

二
の
表
の第

２

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ

二
の
表
の第

２

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ

き
も
の
及
び
７
の

か
ら

ま
で
に
基
づ
き
経
済

き
も
の
及
び
７
の

か
ら

ま
で
に
基
づ
き
経
済

(2)

(4)

(2)

(4)

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該

）
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
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動
物
又
は
植
物
の
原
産
地
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
船

動
物
又
は
植
物
の
原
産
地
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
船

積
地
域
の
区
分
に
応
じ
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

積
地
域
の
区
分
に
応
じ
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

当
該
動
物

当
該
動
物

又
は
植
物

船
積
地
域

提
出
書
類

又
は
植
物

船
積
地
域

提
出
書
類

の
原
産
地

の
原
産
地

当
該
動
物

［
略
］

［
略
］

当
該
動
物

［
略
］

［
略
］

又
は
植
物

ワ
シ
ン
ト
ン
条

再
輸
出
証
明
書

又
は
植
物

９
の

の
イ
及

再
輸
出
証
明
書

(3)

を
附
属
書

約
の
締
約
国
等

又
は
船
積
地
域

を
附
属
書

び
ロ
に
掲
げ
る

又
は
船
積
地
域

Ⅲ
に
掲
げ

（
当
該
動
物
又

内
で
加
工
さ
れ

Ⅲ
に
掲
げ

国
又
は
地
域
（

内
で
加
工
さ
れ

た
国

は
植
物
の
原
産

た
も
の
で
あ
る

た
国

当
該
動
物
又
は

た
も
の
で
あ
る

地
に
係
る
国
又

こ
と
を
証
す
る

植
物
の
原
産
地

こ
と
を
証
す
る

は

地

域

を

除

書
面
（
以
下
「

に
係
る
国
又
は

書
面
（
以
下
「

く
。
）

加
工
証
明
書
」

地
域
を
除
く
。

加
工
証
明
書
」

と
い
う
。
）
の

）

と
い
う
。
）
の

原
本
（
い
ず
れ

原
本
（
い
ず
れ

も
ワ
シ
ン
ト
ン

も
ワ
シ
ン
ト
ン
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条
約
に
基
づ
き

条
約
に
基
づ
き

管
理
当
局
等
が

管
理
当
局
等
が

発
給
す
る
も
の

発
給
す
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

当
該
動
物

ワ
シ
ン
ト
ン
条

ワ
シ
ン
ト
ン
条

当
該
動
物

９
の

の
イ
及

ワ
シ
ン
ト
ン
条

(3)

又
は
植
物

約
の
締
約
国
等

約
に
基
づ
き
管

又
は
植
物

び
ロ
に
掲
げ
る

約
に
基
づ
き
管

を
附
属
書

理
当
局
等
が
発

を
附
属
書

国
又
は
地
域

理
当
局
等
が
発

Ⅲ
に
掲
げ

給
す
る
再
輸
出

Ⅲ
に
掲
げ

給
す
る
再
輸
出

た
国
を
除

証
明
書
若
し
く

た
国
を
除

証
明
書
若
し
く

く
国
又
は

は
加
工
証
明
書

く
国
又
は

は
加
工
証
明
書

地
域

又
は
原
産
地
に

地
域

又
は
原
産
地
に

係
る
国
若
し
く

係
る
国
若
し
く

は
地
域
の
公
的

は
地
域
の
公
的

機
関
が
発
給
す

機
関
が
発
給
す

る
原
産
地
証
明

る
原
産
地
証
明

書
の
原
本

書
の
原
本

ワ
シ
ン
ト
ン
条

原
産
地
に
係
る

９
の

の
イ
及

原
産
地
に
係
る

(3)



- 16 -

約
の
締
約
国
等

国
又
は
地
域
の

び
ロ
に
掲
げ
る

国
又
は
地
域
の

以
外
の
国
又
は

公
的
機
関
が
発

国
又
は
地
域
を

公
的
機
関
が
発

地
域

給
す
る
原
産
地

除
く
国
又
は
地

給
す
る
原
産
地

証
明
書
の
原
本

域

証
明
書
の
原
本

～

［
略
］

～

［
略
］

(5)

(10)

(5)

(10)

［
削
る
］

９

二
の
表
の第

１

の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
西
洋
又
は

(1)
地
中
海
に
お
い
て
蓄
養
さ
れ
た
生
鮮
又
は
冷
蔵
の

く
ろ
ま
ぐ
ろ
に
限
る
。
）
の
二
号
承
認
を
要
し
な

い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ

リ
ー
ズ
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
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、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含

む
。
）
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、

ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ラ
ソ
ー
島
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ

ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ド
イ

ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ

マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
大
韓
民
国
、
ラ

ト
ビ
ア
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ル
タ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、

メ
キ
シ
コ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
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、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

、
パ
ナ
マ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
サ
ン
ピ
エ
ー

ル
島
・
ミ
ク
ロ
ン
島
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ

ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
シ
エ
ラ
レ

オ
ネ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
シ
リ
ア
、
台
湾
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ

ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
二
の
表
の第

１

の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
（
生
鮮
又
は

(2)
冷
蔵
の
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
限
る
。
）
の
二
号
承
認
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を
要
し
な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ

ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、

チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

イ
タ
リ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
グ
、
マ
ル
タ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
、
大
韓
民
国
、
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ

ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
、
台
湾
、
英
国
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二
の
表
の第

２

の
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅰ

(3)
、
附
属
書
Ⅱ
又
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す

る
動
物
又
は
植
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部

及
び
派
生
物
の
二
号
承
認
を
要
し
な
い
国
又
は
地

域
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
と

す
る
。

イ

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー

ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ

イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ

ル
ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
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ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、

ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
カ
ー

ボ
ベ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
カ

ナ
ダ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中

華
人
民
共
和
国
（
香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含
む
。

）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
共
和
国

、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ

ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ

、
ド
ミ
ニ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド

ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ

ニ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
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テ
ィ
ニ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ

、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ

ア
ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ

、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
ク

ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア

、
レ
バ
ノ
ン
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア

、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
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、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル

タ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ

シ
コ
、
モ
ナ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル

、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ラ
オ
、

パ
ナ
マ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
グ
ア

イ
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
大
韓
民
国
、
モ
ル

ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ビ
ス
、
セ
ン
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ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
モ
ア
、

サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ

ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、

ソ
マ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン

、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ジ
キ
ス

タ
ン
、
タ
イ
、
ト
ー
ゴ
、
ト
ン
ガ
、
ト
リ
ニ
ダ

ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ

ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

、
英
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ヌ
ア
ツ



- 25 -

、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ザ

ン
ビ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

ロ

ク
ッ
ク
、
ニ
ウ
エ
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
台
湾
、

東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
タ
ー
ク
ス
及
び
カ
イ
コ
ス
諸

島二
の
表
の第

２

の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附

(4)
属
書
Ａ
か
ら
Ｃ
ま
で
及
び
Ｅ
に
掲
げ
る
物
質
並
び

に
同
議
定
書
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
製
品
の
二
号
承

認
を
要
し
な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
、
ア
ン
ド
ラ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア

・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア



- 26 -

、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
ル

ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ

ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ツ
ワ

ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ

ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー

ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、
カ

ー
ボ
ベ
ル
デ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ

、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含

む
。
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
共
和

国
、
ク
ッ
ク
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ

ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
北
朝
鮮
、
コ
ン
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ゴ
民
主
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ

ニ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ

プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
リ

ト
リ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
エ
チ

オ
ピ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ

ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、

ガ
イ
ア
ナ
、
ハ
イ
チ
、
バ
チ
カ
ン
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ

ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ

、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
キ
リ
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バ
ス
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ

ト
ビ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ

ビ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ

、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ

、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ

ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ナ
コ
、
モ

ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ナ
ウ
ル
、

ネ
パ
ー
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、

ニ
ウ
エ
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ

ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ラ
オ
、
パ
ナ
マ
、
パ
プ
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ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ

ー
ル
、
大
韓
民
国
、
モ
ル
ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、

ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

・
ネ
ー
ビ
ス
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ

ン
ト
、
サ
モ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ン
ト
メ
・
プ

リ
ン
シ
ペ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ

ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
ロ

モ
ン
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ス

ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
リ
ナ
ム

、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
台
湾
、

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
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ゴ
、
ト
ン
ガ
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
チ
ュ

ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ツ
バ

ル
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国

連
邦
、
英
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ヌ
ア
ツ

、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ザ
ン

ビ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

二
の
表
の第

２

の
化
学
兵
器
禁
止
法
第
二
条
第

(5)
五
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
物
質
及
び
第
一
種

指
定
物
質
を
含
有
す
る
も
の
の
二
号
承
認
を
要
し

な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
、
ア
ン
ド
ラ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
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・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア

、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
ル

ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ

ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ボ
ツ
ワ

ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ

ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、
中
央
ア

フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
（

香
港
及
び
マ
カ
オ
を
含
む
。
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、

コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
ク
ッ
ク
、
コ
ス
タ
リ

カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
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ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和

国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ド
ミ

ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
リ
ト
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ

ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、

グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ

サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ハ
イ
チ
、
バ
チ
カ
ン
、
ホ
ン

ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ

ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ヨ
ル

ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
キ
リ
バ
ス
、
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ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア

、
レ
バ
ノ
ン
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
レ

ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
マ
ー

シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ

キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ナ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル

、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ナ
ウ
ル
、
ネ
パ
ー

ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ニ
ウ
エ

、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、

パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ラ
オ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
パ
ナ
マ
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、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル

ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

、
カ
タ
ー
ル
、
大
韓
民
国
、
モ
ル
ド
バ
、
ル
ー
マ

ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ビ
ス
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト

ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
モ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ン
ト

メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ

ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ

、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア

、
ソ
ロ
モ
ン
、
ソ
マ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
リ

ナ
ム
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ

ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
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、
ト
ン
ガ
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
チ
ュ
ニ

ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ツ
バ
ル

、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連

邦
、
英
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ヌ
ア
ツ
、

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ザ
ン
ビ

ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

二
の
表
の第

２

の
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
第

(6)
三
条
１

に
規
定
す
る
水
銀
の
二
号
承
認
を
要
し

(a)

な
い
国
又
は
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ン
テ
ィ

グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ

ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ハ
マ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
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ベ
ナ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ナ
ダ
、
チ

ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
及
び
マ

カ
オ
を
含
む
。
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ

ン
ゴ
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー

ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ

ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和

国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ

ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ド

イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア

ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ



- 37 -

ア
、
イ
ラ
ン
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、

ヨ
ル
ダ
ン
、
キ
リ
バ
ス
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
ラ
オ
ス

、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
レ
ソ
ト
、
リ
ヒ
テ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
マ
ー
シ
ャ

ル
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ

コ
、
モ
ナ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
ナ

ミ
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー

ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
ラ
オ
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ

ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

大
韓
民
国
、
モ
ル
ド
バ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ル
ワ
ン

ダ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ビ
ス
、
セ
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ン
ト
ル
シ
ア
、
サ
モ
ア
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ

ペ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ー
シ
ェ

ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ

キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス

リ
ラ
ン
カ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ス
リ
ナ
ム
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
イ
、
ト
ー
ゴ
、

ト
ン
ガ
、
ツ
バ
ル
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国

連
邦
、
英
国
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ザ
ン

ビ
ア

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。



経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

輸出注意事項２０２１第４号 

輸入注意事項２０２１第２号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領」（令和元年８月１３日付け輸出

注意事項２０１９第３６号・輸入注意事項２０１９第８０号）の一部を改正する規程

を次のとおり制定する。 
 

令和３年１月２７日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領」の一部改正について 
 
 
「特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領」（令和元年８月１３日付け輸出

注意事項２０１９第３６号・輸入注意事項２０１９第８０号）の一部を別紙の新旧対

照表のとおり改正する。 

 
附 則 

この規程は、令和３年１月２７日から施行する。 

 



 （別紙） 
「特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領（令和元年８月１３日付け輸出注意事項２０１９第３６号・輸入注意事項２０１９第８０号） 

改 正 後 現 行 
１．包括承認の種類及び対象 
（１） （略） 
（２）包括承認の対象 

① 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）

別表第二の３６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であって、その仕向地が「輸

出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和

３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１

第４号）」で定める国又は地域（以下「締約国等」という。）であるものの

うち、ワシントン条約事務局ホームページにワシントン条約第７条６に基

づく登録科学施設として掲載されている外国の科学施設（以下「外国特定

科学施設」という。）に貨物が送付されるもの 
② 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原

産地又は船積地域 その他貨物の輸入について必要な事項の公表（昭和４１

年通商産業省告示第１７０号。以下「輸入公表」という。）二の二の表の第

２の１、三の７の（２）並びに８の（３）及び（４）に掲げる貨物（以下

のイ、ロ及びハに掲げる貨物を除く。）の輸入であって、その船積地域がワ

シントン条約の締約国等であるもののうち、外国特定科学施設から貨物が

送付されるもの 
イ～ハ（略） 

１．包括承認の種類及び対象 
（１） （略） 
（２）包括承認の対象 

① 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）

別表第二の３６の項に掲げる貨物の輸出であって、その仕向地が「絶滅の

おそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等につい

て」（平成１９年１０月１１日付け輸出注意事項１９第３１号）で定める

地域（北朝鮮を除く。以下「締約国等」という。）であるもののうち、ワ

シントン条約事務局ホームページにワシントン条約第７条６に基づく登

録科学施設として掲載されている外国の科学施設（以下「外国特定科学施

設」という。）に貨物が送付されるもの 
② 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原

産地又は船積地域 その他貨物の輸入について必要な事項の公表（昭和４

１年通商産業省告示第１７０号。以下「輸入公表」という。）二の二の表

の第２の１、三の７の（２）並びに８の（３）及び（４）に掲げる貨物（以

下のイ、ロ及びハに掲げる貨物を除く。）の輸入であって、その船積地域

が締約国等であるもののうち、外国特定科学施設から貨物が送付されるも

の 
イ～ハ（略） 

 
（以下略） （以下略） 
 
 



経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

輸入注意事項２０２１第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地

域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろの二号承認制移行に

ついて」（平成１６年１２月１日付け輸入注意事項１６第２４号）等の一部を改正す

る規程を次のとおり制定する。 
 

令和３年１月２７日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる

国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろ

の二号承認制移行について」等の一部改正について 
 
 
「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地

域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろの二号承認制移行に

ついて」（平成１６年１２月１日付け輸入注意事項１６第２４号）等の一部を別紙の

新旧対照表のとおり改正する。 

 
 

附 則 
この規程は、令和３年１月２７日から施行する。 

 



 （別紙１） 
「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろの二号承認制移

行について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろの二号承認制移

行について（平成１６年１２月１日付け輸入注意事項１６第２４号） 
改 正 後 現   行 

大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等以外の国又は

地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろ（大西洋又は地中

海において蓄養されたもの）の二号承認制移行について 
 

（略） 
記 
 

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約（以下「条約」という。）の勧告

の趣旨に沿って、標記貨物の輸入に際しては、条約の締約国及び協力的な非締

約国（地域を含む。以下「締約国等」という。）以外の国又は地域に対して、

条約のくろまぐろ資源に関する保存管理措置への協力を求める。当該協力が得

られない等くろまぐろ資源の保存管理に支障が生ずる場合、原則として確認及

び承認を行わない。 
なお、条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約

等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６

号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認のこと。 
 
（以下略） 

大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に

掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵

のくろまぐろの二号承認制移行について 
  
（略） 

記 
 

大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約（以下「条約」という。）の勧告

の趣旨に添って、標記貨物の輸入に際しては、輸入公表（昭和４１年４月３０

日通商産業省告示１７０号）三の９の(1)に掲げる国又は地域を除く国又は地域

に対して、条約のくろまぐろ資源に関する保存管理措置への協力を求める。当

該協力が得られない等くろまぐろ資源の保存管理が生ずる場合、原則として確

認及び承認を行わない。 
 
 
 
 
（以下略） 
 

 



（別紙２） 
「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようと

する場合の二号承認申請の前の確認申請について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようと

する場合の二号承認申請前の確認申請について（平成１６年１２月１日付け平成１６・１１・２２貿局第２号） 
改 正 後 現   行 

大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等以外の国又は地

域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろ（大西洋又は地中海に

おいて蓄養されたもの）を輸入しようとする場合の二号承認制申請

前の確認申請について 
 

 平成１６年１２月２２日以降、標記貨物を輸入しようとする場合は、「大西

洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等以外の国又は地域を原産地と

する生鮮又は冷蔵のくろまぐろ（大西洋又は地中海において蓄養されたもの）

の２号承認制移行について（平成１６年１２月１日付け輸入注意事項１６第２

４号）」により二号承認申請の前に農林水産省水産庁資源管理部国際課で確認

を受けることになっていますが、その手続きを下記により行います。 
 なお、大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等（同条約の締約国

及び協力的な非締約国（地域を含む。）をいう。）は、「輸出貿易管理令又は輸

入貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出

注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してくださ

い。 

 
記 

 
（略） 
 
（別紙様式） 
大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等以外の国又は地域を原産

地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろ（大西洋又は地中海において蓄養されたも

の）を輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認（申請）書 
 
（以下略） 
 

大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲

げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のく

ろまぐろを輸入しようとする場合の二号承認制申請前の確認申請に

ついて 
 

平成１６年１２月２２日以降、標記貨物を輸入しようとする場合は、平成１

６年１月１日付け平成１６・１１・２２貿局第２号、輸入注意事項１６第２４

号（大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の(1)に掲げる国又

は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろの２号承

認制移行について）により二号承認申請の前に農林水産省水産庁資源管理部国

際課で確認を受けることになっていますが、その手続きを下記により行いま

す。  

 
 
 

 
 

記 
 
（略） 
 
（別紙様式） 
大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の(1)に掲げる国又は地

域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しよう

とする場合の二号承認申請前の確認（申請）書 
 
（以下略） 
 



（別紙３） 
「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろの二号承認制移行について」の一部を改正する規程

新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろの二号承認制移行について（平成１７年１２月９日

付け輸入注意事項１７第６０号） 
改 正 後 現   行 

みなみまぐろの保存のための条約の締約国等以外の国又は地域を

原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろの二号承認制移行につ

いて 
 

（略） 
記 

 
 みなみまぐろの保存のための条約（以下「条約」という。）の決議の趣旨に

沿って、標記貨物の輸入に際しては、条約の締約国及び協力的な非締約国（地

域を含む。以下「締約国等」という。）以外の国又は地域に対して、条約のみ

なみまぐろ資源に関する保存管理措置への協力を求める。当該協力が得られな

い等みなみまぐろ資源の保存管理に支障が生ずる場合、原則として確認及び承

認を行わない。 
なお、条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約

等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６

号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認のこと。 
 

輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を

原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろの二号承認制移行につ

いて 
  
（略） 

記 
 

みなみまぐろ保存条約（以下「条約」という。）の決議の趣旨に沿って、標

記貨物の輸入に際しては、輸入公表（昭和４１年４月３０日通商産業省告示１

７０号）三の９の(2)に掲げる国又は地域を除く国又は地域に対して、条約の

みなみまぐろ資源に関する保存管理措置への協力を求める。当該協力が得られ

ない等くろまぐろ資源の保存管理が生ずる場合、原則として確認及び承認を行

わない。 
 

 
 

 



（別紙４） 
「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請の前の確認

申請について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
〇輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認申

請について（平成１７年１２月９日付け平成１７・１２・０２貿局第１号） 
改 正 後 現   行 

みなみまぐろの保存のための条約の締約国等以外の国又は地域を

原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場

合の二号承認制申請の前の確認申請について 
 

 平成１８年１月１日以降、標記貨物を輸入しようとする場合は、「みなみま

ぐろの保存のための条約の締約国等以外の国又は地域を原産地とする生鮮又

は冷蔵のみなみまぐろの二号承認制移行について（平成１７年１２月９日付け

輸入注意事項１７第６０号）」により二号承認申請の前に農林水産省水産庁資

源管理部国際課で確認を受けることになっていますが、その手続きを下記によ

り行います。 
なお、みなみまぐろの保存のための条約の締約国等（同条約の締約国及び協

力的な非締約国（地域を含む。）をいう。）は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易

管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事

項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 
 

記 
 
（略） 
 
（別紙様式） 
みなみまぐろの保存のための条約の締約国等以外の国又は地域を原産地とす

る生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の

確認（申請）書 
（以下略） 
 

輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を

原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場

合の二号承認制申請の前の確認申請について 
 

平成１８年１月２日以降、標記貨物を輸入しようとする場合は、平成１７年 

１２月９日付け平成１７・１２・０２貿局第１号、輸入注意事項１７第６０号

（輸入公表三の９の(2)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする

生鮮又は冷蔵のみなみまぐろの２号承認制移行について）により二号承認申請

の前に農林水産省水産庁資源管理部国際課で確認を受けることになっていま

すが、その手続きを下記により行います。  

 
 
 
 
 

記 
 
（略） 
 
（別紙様式） 
輸入公表三の９の(2)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生

鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認

（申請）書 
（以下略） 



（別紙５） 
「輸入公表三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動植物の２

号承認への移行について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸入公表三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動植物の２

号承認への移行について（令和元年６月２４日付け輸入注意事項２０１９第５５号） 
改 正 後 現   行 

ワシントン条約の締約国等以外の国又は地域を原産地又は船積地域

とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動植物等の２号承認制へ

の移行について 
 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシン

トン条約」という。）の締約国及び同条約の管理当局に準ずる当局を有する国

又は地域（以下「締約国等」という。）以外の国又は地域を原産地又は船積地

域とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個

体の一部及び派生物については、２の２号承認制から２号承認制に移行するこ

ととなりました。 
令和元年７月１日以降、引き続き、当該貨物の輸入承認は、原則として行い

ませんのでご注意ください。 
 なお、ワシントン条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令

に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０

２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 
 

輸入公表三の９の（３）のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国

又は地域を原産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅰに

掲げる種に属する動植物の２号承認制への移行について 
  

輸入公表三の９の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原

産地又は船積地域とするワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物又

は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物については、２の２号承認制から

２号承認制に移行することとなりました。 
令和元年７月１日以降、引き続き、当該貨物の輸入承認は、原則として行い

ませんのでご注意ください。 
 
 
 

 

 



（別紙６） 
「準管理当局を有しない非加盟国を原産地とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物の二号承認制移行について」の一部を改正する規程新旧対照

表（傍線部分は改正部分） 
○準管理当局を有しない非加盟国を原産地とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物の二号承認制移行について（平成元年６月２日付け輸入注意

事項元第８号） 
改 正 後 現   行 

準管理当局を有しない締約国等以外の国又は地域を原産地とす

るワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物の二号承

認制移行について 
 

 平成元年６月１日付け通商産業省告示第２５６号（輸入公表の一部を改正す

る告示）により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

（以下「ワシントン条約」という。）の締約国及び同条約の管理当局に準ずる

当局を有する国又は地域（以下「締約国等」という。）以外の国又は地域を原

産地とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物及び植物並びに

これらの個体の一部及び派生物であって、同条約の締約国等を船積地域とする

もの（現行は通関時確認制。）については、平成元年７月１日以降２号承認制

に移行することになりました。 
 このため、平成元年７月１日以降に上記貨物を輸入する場合は、輸入貿易管

理令第４条第１項第２号の規定による経済産業大臣の輸入承認を受けなけれ

ばなりませんが、これによりワシントン条約の締約国等以外の国又は地域を原

産地又は船積地域とする貨物の輸入承認は原則として行いませんので注意し

てください。 
なお、本日から２号承認制に移行するまでの間に上記貨物を輸入する場合

（輸入貿易管理令別表第２に規定する携帯品として輸入する場合を含む。）に

あっては、輸出する国又は地域の再輸出証明書について事前に経済産業省貿易

経済協力局貿易管理部貿易審査課野生動植物貿易審査班まで問い合わせてい

ただくようお願いします。 
ワシントン条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る

条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第 

６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 

 

準管理当局を有しない非加盟国を原産地とするワシントン条約

附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物の二号承認承認制移行につ

いて 
 

平成元年６月１日付け通商産業省告示第２５６号（輸入公表の一部を改正す

る告示）により、輸入公表三の９の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く

国又は地域を原産地とするワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物

及び植物並びにこれらの個体の一部及び派生物であって、輸入公表三の９の

(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を船積地域とするもの（現行は通関時確認

制。）については、平成元年７月１日以降２号承認制に移行することになりま

した。 
 

 このため、平成元年７月１日以降に上記貨物を輸入する場合は、輸入貿易管

理令第４条第１項第２号の規定による経済産業大臣の輸入承認を受けなけれ

ばなりませんが、これにより輸入公表三の９の(3)のイ及びロに掲げる国又は

地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入承認は原則と

して行いませんので注意してください。 
なお、本日から２号承認制に移行するまでの間に上記貨物を輸入する場合

（輸入貿易管理令別表第２に規定する携帯品として輸入する場合を含む。）に

あっては、輸出する国又は地域の再輸出証明書について事前に経済産業省貿易

経済協力局貿易管理部貿易審査課野生動植物貿易審査班まで問い合わせてい

ただくようお願いします。 
 
 
 
 

 



（別紙７） 
「輸入公表三の９の（４）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書に掲げる物質及

び製品の輸入承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸入公表三の９の（４）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書に掲げる物質及

び製品の輸入承認について（平成２７年４月２２日付け輸入注意事項２７第７号） 
改 正 後 現   行 

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等

以外の国又は地域を船積地域とする同議定書附属書に掲げる物質及

び製品の輸入承認について 
 

平成２７年４月２２日付け経済産業省告示第９４号（輸入公表の一部を改正

する告示）により、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以

下「議定書」という。）の附属書及びグループによってイからホに区分されて

いた国又は地域を１つに統合しましたが、議定書の締約国（地域を含む。以下

「締約国等」という。）以外の国又は地域を船積地域とする議定書附属書Ａか

らⅭまで及びＥに掲げる物質並びに議定書附属書Ｄに掲げる製品については、

輸入貿易管理令第４条第１項第二号の規定により輸入禁止措置をとるため、下

記のとおり輸入承認は行いませんので注意してください。 

議定書の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の 

締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸

入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 

（以下略） 

輸入公表三の９の（４）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を

船積地域とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール

議定書附属書に掲げる物質及び製品の輸入承認について 
  

平成２７年４月２２日付け経済産業省告示第９４号（輸入公表の一部を改正

する告示）により、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以

下「議定書」という。）の附属書及びグループによってイからホに区分されて

いた国又は地域を１つに統合しましたが、輸入公表三の９の(1)に掲げる国又

は地域を除く国又は地域を船積地域とする議定書附属書ＡからⅭまで及びＥ

に掲げる物質並びに議定書附属書Ｄに掲げる製品については、輸入貿易管理令

第４条第１項第二号の規定により輸入禁止措置をとるため、下記のとおり輸入

承認は行いませんので注意してください。 

 

 

 

（以下略） 
 

 



（別紙８） 
「輸入公表三の９の（５）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第５項に規定する第

一種指定物質及び第一種して物質を含有するものの二号承認制移行について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸入公表三の９の（５）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第５項に規定する第

一種指定物質及び第一種指定物質を含有するものの二号承認制移行について（平成１２年１０月１６日付け輸入注意事項１２第６２号） 
改 正 後 現   行 

化学兵器の開発、生産、貯蓄及び使用の禁止並びに廃棄に関する条

約の締約国等以外の国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止

及び特定物質の規制等に関する法律第２条第５項に規定する第一

種指定物質及び第一種指定物質を含有するものの二号承認制移行

について 
 
 平成１２年１０月１６日付け通商産業省告示第６２３号（輸入公表の一部を

改正する告示）により、化学兵器の開発、生産、貯蓄及び使用の禁止並びに廃

棄に関する条約（以下「条約」という。）の締約国（地域を含む。以下「締約

国等」という。）以外の国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定

物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）第２条第５項に規定する

第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するものについては、平成１２年１

１月６日以降二号承認制に移行することとなりました。 

 このため、輸入貿易管理令第４条第１項第二号に基づく経済産業大臣の輸入

の承認を受けなければなりませんが、当該貨物は、条約検証附属書第７部パラ

グラフ３１により当該条約の締約国等以外からの輸入禁止措置をとるため、輸

入承認は行いませんので注意して下さい。 

条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締

約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入

注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 

 

輸入公表三の９の(5)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積

地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第

２条第５項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有

するものの二号承認制移行について 

 

 

平成１２年１０月１６日付け通商産業省告示第６２３号（輸入公表の一部を

改正する告示）により、輸入公表三の９の(5)に掲げる国又は地域を除く国又

は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

（平成７年法律第６５号）第２条第５項に規定する第一種指定物質及び第一種

指定物質を含有するものについては、平成１２年１１月６日以降二号承認制に

移行することとなりました。 

 このため、輸入貿易管理令第４条第１項第二号に基づく経済産業大臣の輸入

の承認を受けなければなりませんが、当該貨物は、化学兵器の開発、生産、貯

蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約検証附属書第７部パラグラフ３１

により当該条約の締約国以外からの輸入禁止措置をとるため、輸入承認は行い

ませんので注意して下さい。 

  

 

 

 



（別紙９） 
「特定の水銀の輸入承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○特定の水銀の輸入承認について（平成２７年１１月１１日付け輸入注意事項２７第１８号） 

改 正 後 現   行 

水銀に関する水俣条約の締約国等以外の国又は地域を船積地域とす

る特定の水銀の輸入承認について 
 

平成２９年８月１０日付け経済産業省告示第１９０号（輸入公表の一部を改

正する告示）により、水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）の締約

国（地域を含む。以下「締約国等」という。）以外の国又は地域を船積地域と

する下記１に掲げる水銀の輸入承認については、平成２９年８月１６日以降

は、下記により行います。 
なお、条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約

等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６

号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 
 

記 
 
１・２（略） 
３ 輸入承認基準 
  輸入承認申請が上記２に従って行われたものであることを確認の上、次の

(1)又は(2)の条件に基づき、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあ  

った貨物の数量の範囲内で承認を行う。 
 (1) 輸出を行う締約国等以外の国又は地域が当該水銀について①及び②の

供給源からのものではないことを示す証明書を提出した場合 
    ① 平成２９年８月１６日以降に締約国等以外の国又は地域において新

たに開発された鉱山から一次採掘された水銀 
（以下略） 

特定の水銀の輸入承認について 
  
 

平成２９年８月１０日付け経済産業省告示第１９０号（輸入公表の一部を改

正する告示）により、下記１に掲げる水銀の輸入承認については、平成２９年

８月１６日以降は、下記により行います。 
 

 

 

 

 

 

記 

 

１・２（略） 
３ 輸入承認基準 
  輸入承認申請が上記２に従って行われたものであることを確認の上、次の

(1)又は(2)の条件に基づき、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあ

った貨物の数量の範囲内で承認を行う。 
 (1) 輸出を行う非締約国又は地域が当該水銀について①及び②の供給源か

らのものではないことを示す証明書を提出した場合 
    ① 平成２９年８月１６日以降に非締約国又は地域において新たに開発

された鉱山から一次採掘された水銀 
（以下略） 

 
 



（別紙１０） 
「ダイヤモンド原石の輸入について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○ダイヤモンド原石の輸入について（平成１４年１２月２７日付け輸入注意事項１４第６８号） 

改 正 後 現   行 

１・２ （略） 

３ 当該貨物の輸入について 

  中央アフリカを原産地又は船積地域とするダイヤモンド原石については、

キンバリー・プロセス証明制度合同作業部会の決定に基づき輸入禁止措置を

とるため、輸入承認を行いませんが、その他ダイヤモンド原石に係る輸入に

ついては、以下のとおりとします。 

 (1) 通関時確認制（輸入公表三の８） 

    キンバリー・プロセス制度の参加国（地域を含む。以下「参加国等」

という。）から２．に掲げる貨物を輸入する場合は、その容器又は包装が

開いていないものであって、かつ、その容器又は包装に開かれた跡がな

いものについては、当該制度に基づき船積地域に係る国又は地域におい

て発行されたキンバリー・プロセス証明書を税関に提出することにより、

輸入を認めます。（キンバリー・プロセス証明書を税関に提出する際、輸

入者は必ずその写しを控えてください。） 

  (2) 二の二号承認制（輸入公表二の二の表の第１） 

    容器が開いているものやキンバリー・プロセス証明書の提出がないも

の等、上記(1)に掲げる場合以外に２に掲げる貨物を輸入しようとする場

合については、以下の手続による経済産業大臣の二の二号承認を要しま

す。 

   ① 提出書類 

    (ｲ)～(ﾆ) （略） 

   (ﾎ) キンバリー・プロセス証明書を発行する体制が整備されていない制

度参加国等から輸入するものにあって、平成１５年１月１０日から

平成１５年４月３０日の間に船積みされたものについては、上記(ﾆ)

に代わって、当該国政府が発行する“Government Letter of 

Comfort”（当該国政府のレターヘッドに“The rough diamond in this 

shipment have been handled in accordance with the provisions of 

the Kim-berley Process Certification Scheme for rough 

diamonds”と記載されているもの又はこれに準ずるものに限る。）の

１・２ （略） 

３ 当該貨物の輸入について 

  中央アフリカを原産地又は船積地域とするダイヤモンド原石については、

キンバリー・プロセス証明制度合同作業部会の決定に基づき輸入禁止措置を

とるため、輸入承認を行いませんが、その他ダイヤモンド原石に係る輸入に

ついては、以下のとおりとします。 

 (1) 通関時確認制（輸入公表三の８） 

    キンバリー・プロセス制度の参加国から２．に掲げる貨物を輸入する

場合は、その容器又は包装が開いていないものであって、かつ、その容

器又は包装に開かれた跡がないものについては、当該制度に基づき船積

地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書

を税関に提出することにより、輸入を認めます。（キンバリー・プロセス

証明書を税関に提出する際、輸入者は必ずその写しを控えてください。） 

 

  (2) 二の二号承認制（輸入公表二の二の第１） 

    容器が開いているものやキンバリー・プロセス証明書の提出がないも

の等、上記(1)に掲げる場合以外に２に掲げる貨物を輸入しようとする場

合については、以下の手続による経済産業大臣の二の二号承認を要しま

す。 

   ① 提出書類 

    (ｲ)～(ﾆ) （略） 

   (ﾎ) キンバリー・プロセス証明書を発行する体制が整備されていない制

度参加国から輸入するものにあって、平成１５年１月１０日から平

成１５年４月３０日の間に船積みされたものについては、上記(ﾆ)

に代わって、当該国政府が発行する“Government Letter of 

Comfort”（当該国政府のレターヘッドに“The rough diamond in this 

shipment have been handled in accordance with the provisions of 

the Kim-berley Process Certification Scheme for rough 

diamonds”と記載されているもの又はこれに準ずるものに限る。）の



写し １通 

   (ﾍ)・(ﾄ) （略） 

     ②・③ （略） 

   ④ 輸入の承認基準 

     キンバリー・プロセス証明書制度の参加国等から輸入する場合であ

って、次に掲げる要件を双方とも満たす場合に承認を行う。 

      (ｲ)・(ﾛ) （略） 

   ⑤ （略） 

４ キンバリー・プロセス証明書制度の参加国等について 

当該制度の参加国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約

等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第 

６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を確認してください。 

 

写し １通 

   (ﾍ)・(ﾄ) （略） 

     ②・③ （略） 

   ④ 輸入の承認基準 

     キンバリー・プロセス証明書制度の参加国から輸入する場合であっ

て、次に掲げる要件を双方とも満たす場合に承認を行う。 

      (ｲ)・(ﾛ) （略） 

   ⑤ （略） 

４ キンバリー・プロセス証明書制度参加国等について 

当該制度の参加国等については、経済産業公報及び通商弘報に掲載する

「キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について（平成１７年１２月１

４日付け輸出注意事項17第30号・輸入注意事項１７第６１号）」をご確認く

ださい。 

 
 



（別紙１１） 
「貨物の原産地又は船積地域に係る輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○貨物の原産地又は船積地域に係る輸入の承認について（昭和５５年１１月２８日付け輸入注意事項５５第７６号） 

改 正 後 現   行 

１ （略） 
２ 書面申請手続 
 (1) 提出書類 

  (ｲ)～(ﾆ) （略） 

  (ﾎ) 大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国等以外の国又は地

域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろ（大西洋又は地中海におい

て蓄養されたもの）に係る申請の場合には、水産庁長官が確認した書類 

１通 

  (ﾍ) みなみまぐろの保存のための条約の締約国等以外の国又は地域を原

産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに係る申請の場合には、水産庁

長官が確認した書類 １通 

  (ﾄ)～(ﾇ) （略） 

  (ﾙ) オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モン

トリオール議定書」という。）の締約国等以外の国又は地域を船積地域

とする同議定書附属書附属書Ｄに掲げる製品に係る申請の場合には、輸

入しようとする貨物の仕様を証する書類（当該貨物が同議定書附属書Ａ

に掲げる規制物質が含まれていない旨を証する書類）１通 

（ｦ）（略） 

（以下略） 
 

１ （略） 
２ 書面申請手続 
 (1) 提出書類 

  (ｲ)～(ﾆ) （略） 

  (ﾎ) 大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の(1)に掲げる

国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐ

ろに係る申請の場合には、水産庁長官が確認した書類 １通 

  (ﾍ) 輸入公表三の９の(2)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地

とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろに係る申請の場合には、水産庁長官

が確認した書類 １通 

  (ﾄ)～(ﾇ) （略） 

  (ﾙ) 輸入公表三の９の(4)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地

域とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属

書附属書Ｄに掲げる製品に係る申請の場合には、輸入しようとする貨物

の仕様を証する書類（当該貨物がオゾン層を破壊する物質に関するモン

トリオール議定書附属書Ａに掲げる規制物質が含まれていない旨を証

する書類）１通 

（ｦ）（略） 

（以下略） 
 

 



（別紙１２） 
「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○特定有害廃棄物等の輸入の承認について（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１１号） 

改 正 後 現 行 
１～３ （略） １～３ （略） 
４ 輸入承認基準 

 (1) （略） 

 (2) 上記(1)以外（OECD非加盟国からの輸入又は OECD 加盟国からの輸入であ

って(1)に該当しないもの）の輸入の場合 

上記１に規定する物（(1)に該当する場合を除く。）の輸入の承認は、

以下の①から④のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。 

なお、廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、同法第 15条の

４の５の規定による環境大臣の輸入許可を受ける必要のあるものについ

ては、当該輸入の許可を受けていることを併せて確認する。 

  ① 条約の非締約国（地域を含む。）からの輸入ではないこと。 

  ②～④ （略） 

５ （略） 

６ 条約の締約国等 

  条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締

約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸

入注意事項２０２１第４号）」を確認のこと。 

 

４ 輸入承認基準 

 (1) （略） 

 (2) 上記(1)以外（OECD非加盟国からの輸入又は OECD加盟国からの輸入であ

って(1)に該当しないもの）の輸入の場合 

上記１に規定する物（(1)に該当する場合を除く。）の輸入の承認は、

以下の①から④のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。 

なお、廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、同法第 15条の

４の５の規定による環境大臣の輸入許可を受ける必要のあるものについ

ては、当該輸入の許可を受けていることを併せて確認する。 

  ① 条約の非締約国からの輸入ではないこと。 

  ②～④ （略） 

５ （略） 

（新設） 
 

 
 
 



経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

輸出注意事項２０２１第５号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「ダイヤモンド原石の輸出承認について」（平成１４年１２月２７日付け輸出注意

事項１４第５３号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
 

令和３年１月２７日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「ダイヤモンド原石の輸出承認について」等の一部改正について 
 
 
「ダイヤモンド原石の輸出承認について」（平成１４年１２月２７日付け輸出注意

事項１４第５３号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
附 則 

この規程は、令和３年１月２７日から施行する。 

 



（別紙１） 
「ダイヤモンド原石の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○ダイヤモンド原石の輸出承認について（平成１４年１２月２７日付け輸出注意事項１４第５３号） 

改 正 後 現 行 
１～５ （略） １～５ （略） 
６ キンバリー・プロセス証明制度参加国等について 

当該制度の参加国等については、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条

約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６

号・輸入注意事項２０２１第４号）」をご確認ください。 

 

６ キンバリー・プロセス証明制度参加国について 
当該制度の参加国等については、経済産業公報及び通商弘報に掲載する「キン

バリー・プロセス証明制度の参加国等について（平成１７年１２月１４日付け輸

出注意事項１７第３０号・輸入注意事項１７第６１号）」をご確認ください。 

 



（別紙２） 
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対

照表（傍線部分は改正部分） 
○オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質の輸出承認について（平成９年７月１日付け輸出注

意事項９第３６号） 
改 正 後 現 行 

１・２ （略） １・２ （略） 
３ 輸出承認の申請 
（１）・（２）（略） 
（３） 輸出承認申請書の記載要領 

① （略） 
② 申請理由書には、仕向地(国又は地域名及び議定書締約国（地域を含む。以

下「締約国等」という。）であるか否かの別)、買主名及びその住所、最終需要

者名及びその住所、輸出貨物の品目名、数量（㎏）、最終用途及び製造業者名

並びに輸出貨物に含まれる規制物資の名称、含有率（％）、含有数量（㎏）、オ

ゾン破壊係数（ＯＤＰ）を乗じた数量（換算数量（kg））を記入すること。 
４ 輸出の承認 

輸出の承認は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国

等を仕向地とする輸出であって、当該申請が上記３に従って行われたものである

ことを確認し、国内需給の状況等を勘案の上、行うこととする。  
５ 議定書締約国等    

議定書の締約国等については、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約

等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・

輸入注意事項２０２１第４号）」をご確認ください。 

３ 輸出承認の申請 
（１）・（２）（略） 
（３） 輸出承認申請書の記載要領 

① （略） 
② 申請理由書には、仕向地(国又は地域名及び議定書締約国であるか否かの

別)、買主名及びその住所、最終需要者名及びその住所、輸出貨物の品目名、

数量（㎏）、最終用途及び製造業者名並びに輸出貨物に含まれる規制物資の名

称、含有率（％）、含有数量（㎏）、オゾン破壊係数（ＯＤＰ）を乗じた数量

（換算数量（kg））を記入すること。 
４ 輸出の承認 

輸出の承認は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国

を仕向地とする輸出であって、当該申請が上記３に従って行われたものであるこ

とを確認し、国内需給の状況等を勘案の上、行うこととする。  
５ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国について    

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国については、

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等について」

（平成２７年４月２２日付け平成２７･０４･０９貿局第１号・輸出注意事項２７

第６号）をご確認ください。 
 

別紙 （略） 
 
別紙様式 
１． （略） 
２．議定書締約国又は非締約国（地域を含む。）の別 
３．～５． （略） 

別紙 （略） 
 
別紙様式 
１． （略） 
２．議定書締約国又は非締約国の別 
３．～５． （略） 

 



（別紙３） 
「特定有害廃棄物等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○特定有害廃棄物等の輸出承認について（平成５年１２月１４日付け輸出注意事項５第４１号） 

改 正 後 現 行 
１・２ （略） 
３ 輸出承認の申請 
（１） （略） 
（２）輸出承認申請の際の添付書類 
 ① （略） 

１・２ （略） 
３ 輸出承認の申請 
（１） （略） 
（２）輸出承認申請の際の添付書類 
 ① （略） 

② 経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。）加盟国向けであって、条約附

属書ⅣＢに掲げる処分作業を行うもの（鉛蓄電池を除く。）の場合）（注１） 
イ・ロ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国（地域を含む。以下「締約国等」という。）

である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供

託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている場合にあっては、

上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明する書類の写し１通を提出

することができる。 
 ③ ＯＥＣＤ加盟国向けの場合であって、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行

うもの（鉛蓄電池に限る。）の場合（注１） 
  イ～ハ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国等である通過国が鉛蓄電池の輸入、運搬

又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付

けている場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明

する書類の写し１通を提出することができる。 
（注４） （略） 
④ （略） 
イ～ホ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国等である通過国が特定有害廃棄物等の輸

入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じること

を義務付けている場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたこ

とを証明する書類の写し１通を提出することができる。 
（注４）・（注５） （略） 

② 経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。）加盟国向けであって、条約

附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行うもの（鉛蓄電池を除く。）の場合）（注１） 
イ・ロ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸

入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じること

を義務付けている場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたこ

とを証明する書類の写し１通を提出することができる。 
 
 ③ ＯＥＣＤ加盟国向けの場合であって、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行

うもの（鉛蓄電池に限る。）の場合（注１） 
イ～ハ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が鉛蓄電池の輸入、運搬又

は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付け

ている場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明す

る書類の写し１通を提出することができる。 
（注４） （略） 
④ （略） 
イ～ホ （略） 

（注１）・（注２） （略） 
（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸

入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じること

を義務付けている場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたこ

とを証明する書類の写し１通を提出することができる。 
（注４）・（注５） （略） 



４ 輸出の承認 
（１）・（２） （略） 
（３）（略） 
① （略） 
② 条約の非締約国等（締約国等以外の国又は地域をいう。）への輸出でないこと。 
③・④ （略） 
⑤ 輸出について輸出の相手国及び条約の締約国等である通過国から書面による

同意を得ていること。 
ただし、条約の締約国等である通過国からの同意に関しては、当該通過国が

同意を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から６０日以

内に我が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない。 
⑥～⑩ （略） 

５ （略） 
６ 条約の締約国等 

条約の締約国等は、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国

等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事

項２０２１第４号）」を参照のこと。 

４ 輸出の承認 
（１）・（２） （略） 
（３）（略） 
① （略） 
② 条約の非締約国への輸出でないこと。 
③・④ （略） 
⑤ 輸出について輸出の相手国及び条約の締約国である通過国から書面による

同意を得ていること。 
ただし、条約の締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同

意を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から６０日以

内に我が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない。 
⑥～⑩ （略） 

５ （略） 
（新設） 

  
 



（別紙４） 
「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号） 

改 正 後 現 行 
１～５ （略） １～５ （略） 
６ ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国 

ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国については、「輸出貿易管理

令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付

け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）」をご確認くださ

い。 

６ ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国 
ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国については、「国際貿易の

対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づ

く同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約の締約国について」（平成１８年３月１５日付け平成18･03･08貿
局第１号・輸出注意事項１８第４号）をご確認ください。 

  
 



（別紙５） 
「特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について（平成２９年７月２４日付け輸出注意事項２９第１３号） 

改 正 後 現 行 
１～３ （略） １～３ （略） 
４ 輸出の承認 
（略） 

（１）特定水銀の輸出であって、①及び③、①及び④、②及び③又は②及び④の要

件に該当する場合 
① （略） 
② ロッテルダム条約の非締約国等（締約国等以外の国又は地域をいう。以下

同じ。）への輸出に該当する場合 
③ 水俣条約の締約国（地域を含む。以下「締約国等」という。）への輸出のう

ち、次のイからハの全てに該当する場合（実験室規模の試験研究用、参照の

標準用の場合にはイ及びロを除く。） 
イ 輸入を行う締約国等が水俣条約第三条６（ａ）の書面による同意を与え

ている場合（同条７に基づく包括的な通告を含む。） 
ロ 水俣条約に基づき輸入締約国等に許可される用途（零細又は小規模な金

の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ハ （略） 

④ 水俣条約の非締約国等への輸出のうち、次のイからニの全てに該当する場

合（実験室規模の試験研究用、参照の標準用の場合にはイからハを除く。） 
 
イ 輸入を行う非締約国等が水俣条約第三条６（ｂ）の書面による同意を与

えている場合（同条７による包括的な通告を含む。） 
ロ 輸入を行う非締約国等が人の健康及び環境の保護を確保する措置並びに

水俣条約第十条及び同条約十一条の規定を遵守することを確保する措置を

とっていることを書面にて確認できる場合 
ハ 水俣条約に基づき締約国等に許可される用途（零細又は小規模な金の採

掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ニ （略） 

（２）特定水銀化合物の輸出であって、①及び③、①及び④、②及び③又は②及び

④の要件に該当する場合 
① （略） 
② ロッテルダム条約の非締約国等への輸出に該当する場合 

４ 輸出の承認 
 （略） 
（１）特定水銀の輸出であって、①及び③、①及び④、②及び③又は②及び④の要

件に該当する場合 
① （略）  
② ロッテルダム条約の非締約国又は地域への輸出に該当する場合 
③ 水俣条約の締約国への輸出のうち、次のイからハの全てに該当する場合

（実験室規模の試験研究用、参照の標準用の場合にはイ及びロを除く。） 
 
 

イ 輸入を行う締約国が水俣条約第三条６（ａ）の書面による同意を与えて

いる場合（同条７に基づく包括的な通告を含む。） 
ロ 水俣条約に基づき輸入締約国に許可される用途（零細又は小規模な金の

採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ハ （略） 

④ 水俣条約の非締約国又は地域への輸出のうち、次のイからニの全てに該当

する場合（実験室規模の試験研究用、参照の標準用の場合にはイからハを除

く。） 
イ 輸入を行う非締約国が水俣条約第三条６（ｂ）の書面による同意を与え

ている場合（同条７による包括的な通告を含む。） 
ロ 輸入を行う非締約国が人の健康及び環境の保護を確保する措置並びに

水俣条約第十条及び同条約十一条の規定を遵守することを確保する措置

をとっていることを書面にて確認できる場合 
ハ 水俣条約に基づき締約国に許可される用途（零細又は小規模な金の採掘

用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ニ （略） 

（２）特定水銀化合物の輸出であって、①及び③、①及び④、②及び③又は②及び

④の要件に該当する場合 
① （略） 
② ロッテルダム条約の非締約国又は地域への輸出に該当する場合 



③ 水俣条約の締約国等への輸出のうち、イ及びロに該当する場合 
イ 水俣条約に基づき輸入締約国等に許可される用途（零細又は小規模な金

の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ロ （略） 

④ 水俣条約の非締約国等への輸出のうち、イ及びロに該当する場合 
イ 水俣条約に基づき締約国等に許可される用途（零細又は小規模な金の採

掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ロ （略） 

（３）（略） 
５ （略） 
６ 締約国等 

水俣条約の締約国等及びロッテルダム条約の締約国は、「輸出貿易管理令又は輸入

貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事

項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第４号）」を御確認ください。 

③ 水俣条約の締約国への輸出のうち、イ及びロに該当する場合 
イ 水俣条約に基づき輸入締約国に許可される用途（零細又は小規模な金の

採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ロ （略） 

④ 水俣条約の非締約国又は地域への輸出のうち、イ及びロに該当する場合 
イ 水俣条約に基づき締約国に許可される用途（零細又は小規模な金の採掘

用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。）に該当する場合 
ロ （略） 

（３）（略） 
５ （略） 
６ 締約国 

水俣条約の締約国については、「水銀に関する水俣条約の締約国について」（平成

２７年１１月１１日付け２０１５１０２３貿局第１号・輸出注意事項２７第２６

号）を御確認ください。 
ロッテルダム条約の締約国については、「国際貿易の対象となる特定の有害な化

学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテ

ルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国につい

て」（平成１８年３月１５日付け平成１８・０３・０８貿局第１号・輸出注意事項

１８第４号）を御確認ください。 
  

 



（別紙６） 
「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について（平成２３年９月１日付け輸出注意事項２３第１１号） 

改 正 後 現 行 
１・２ （略） １・２ （略） 
３ 輸出承認の申請 
（１） （略） 
（２）輸出承認申請の際の添付書類 

①～④ （略） 
（注１） （略） 
（注２）条約決議１２．３に基づき条約締約国等（条約の締約国及び同条約の管

理当局に準ずる当局を有する国又は地域をいう。）が発行した商品見本に係る

証明書であって、次の条件を満たすものとする。 
イ）～ニ） （略） 

（注３） （略） 
（３）（略） 
４・５ （略） 
 

３ 輸出承認の申請 
（１） （略） 
（２）輸出承認申請の際の添付書類 

①～④ （略） 
（注１） （略） 
（注２）条約決議１２．３に基づき条約締約国等が発行した商品見本に係る証明

書であって、次の条件を満たすものとする。 
 
イ）～ニ） （略） 

（注３） （略） 
（３）（略） 
４・５ （略） 
 

  
 



（別紙７） 
「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について（昭和５５年１１月１日付け輸出注意事項５５第１７号） 

改 正 後 現 行 
Ⅰ～Ⅳ （略） Ⅰ～Ⅳ （略） 
Ⅴ 条約の締約国等 

条約の締約国等については、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等

の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸

入注意事項２０２０第４号）」を参照のこと。 

Ⅴ 条約の締約国等 
条約の締約国等については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に

関する条約の締約国等について（平成１９年１０月１１日付け平成19･10･04貿局

第１号・輸出注意事項１９第３１号）を参照のこと。 
  
 

 
 



経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「外国為替及び外国貿易法（輸入関係）基本通達」（平成１９年７月１２日付け平

成１９・０３・２８貿局第４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
 

令和３年１月２７日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「外国為替及び外国貿易法（輸入関係）基本通達」の一部改正について 
 
 
「外国為替及び外国貿易法（輸入関係）基本通達」（平成１９年７月１２日付け平

成１９・０３・２８貿局第４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
附 則 

この規程は、令和３年１月２７日から施行する。 

 



 （別紙） 
「外国為替及び外国貿易法（輸入関係）基本通達」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○外国為替及び外国貿易法（輸入関係）基本通達（平成１９年７月１２日付け平成１９・０３・２８貿局第４号） 

改 正 後 現   行 

 
１－２－６ 輸入の包括承認に関する確認 

特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領（輸出注意事項２０１９第３

６号・輸入注意事項２０１９第８０号）に基づき交付されている特定科学施設

包括承認証に係る確認については、以下によることにする。 
１ 輸入しようとする貨物の船積地が、ワシントン条約締約国等（「輸出貿易

管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について（令和３年  

１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１第  

４号）」に掲げる国又は地域（次の（１）及び（２）に掲げるものを除く。）

をいう。）であることを確認すること。 
 
（以下略） 
 

 
１－２－６ 輸入の包括承認に関する確認 
 特定科学施設包括（輸出・輸入）承認取扱要領（輸出注意事項２０１９第３

６号・輸入注意事項２０１９第８０号）に基づき交付されている特定科学施設

包括承認証に係る確認については、以下によることにする。 
１ 輸入しようとする貨物の船積地が、ワシントン条約締約国等（「絶滅のお

それのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等について（平

成１９年１０月１１日付け輸出注意事項１９第３１号）」に掲げる地域（次

の（１）及び（２）に掲げるものを除く。）であることを確認すること。 
 
 
（以下略） 
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経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

輸出注意事項２０２１第６号 

輸入注意事項２０２１第４号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」を次のと

おり制定し、令和３年１月２７日から施行する。 
 

令和３年１月２７日 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 

 
 

輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について 

 
 
輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）及び輸入貿易管理令（昭和２４年政

令第４１４号）  に基づき、輸入公表（昭和４１年通商産業省告示第１７０号）並

びに輸出注意事項及び輸入注意事項等に規定する条約等の締約国等は、下記のとおり

となります。 
 

記 
 
１ キンバリー・プロセス証明制度の参加国等 

アンゴラ、アルメニア、オーストラリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ボツワナ、ブラ

ジル、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ共和国、中華人民共和国（香港及び

マカオを含む。）、台湾、コンゴ民主共和国、コートジボワール、クロアチア、エスワティニ、

ＥＵ（欧州連合）、ガボン、ガーナ、ギニア、ガイアナ、インド、インドネシア、イスラエル、

日本、カザフスタン、大韓民国、ラオス、レバノン、レソト、リベリア、マレーシア、マリ、

モーリシャス、メキシコ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、コンゴ共和

国、ロシア、シエラレオネ、シンガポール、南アフリカ共和国、スリランカ、スイス、タン

ザニア、タイ、トーゴ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、

ベネズエラ、ベトナム、ジンバブエ 
 
２ オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モントリオール議定書」
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という。）の締約国  等 
 
（１）モントリオール議定書附属書ＡからＣまで及びＥに掲げる物質並びに同議定書附属書Ｄ

に掲げる製品の締約国等 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・

バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイ

ジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベ

リーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメ

ルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含

む。）、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、ク

ロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブ

チ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、

エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、フィジー、フィンランド、フラン

ス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、

ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカン、ホンジュラス、ハンガリー、アイ

スランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリ

ア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、

ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトア

ニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マル

タ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシア、モナコ、モン

ゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパー

ル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、北

マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、

パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モル

ドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、

セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネ

ガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、南スーダン、スペイン、スリランカ、スーダン、

スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、台湾、タジキスタン、タイ、東ティモール、

トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバ

ル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウ

ルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジ

ンバブエ 
 

（２）モントリオール議定書附属書Ａに掲げる物質及び同議定書附属書Ｄに掲げる製品の締約

国等（（１）に掲げる締約国等を除く。） 
   パレスチナ 
 
 
３ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「バーゼ

ル条約」という。）の締約国等 
 
（１）バーゼル条約の締約国等 

 アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・

バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイ

ジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベ

リーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、

ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメ
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ルーン、カナダ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、

コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、

キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクア

ドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、

エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、

ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラ

ス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、

イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、北朝

鮮、大韓民国、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、

リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、

マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メ

キシコ、ミクロネシア、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザン

ビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカ

ラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、

パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、

ポルトガル、カタール、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービ

ス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、

セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニ

ア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、パレスチナ、スーダン、スリ

ナム、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タンザニア、タイ、トーゴ、トン

ガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクラ

イナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、

ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
 
（２）経済協力開発機構の加盟国 

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ、デン

マーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイス

ランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルク

センブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルト

ガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、アメ

リカ合衆国 
 
４ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づ

く同意の手続に関するロッテルダム条約の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブータ、アルゼンチン、

アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリーズ、ベナン、

ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、

ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、チャド、チリ、中華人民共和

国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、

キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エ

スワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、

ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、

ホンジュラス、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イス

ラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、

ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、

マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、

モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェー
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ル、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグア

イ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルー

マニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、サモア、

サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポー

ル、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スー

ダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・

トバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウル

グアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
 
５ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国 
  アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ア

ルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ボ

リビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、

ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、

中華人民共和国、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボ

ワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマー

ク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギ

ニア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ（欧州連合）、フィジー、

フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グ

アテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、

インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフス

タン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、

リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マ

ラウイ、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、

ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、

ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナ

イジェリア、ニウエ、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、

パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カター

ル、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービ

ス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、

セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、ス

ウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバ

ゴ、チュニジア、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タン

ザニア、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザン

ビア、ジンバブエ 
 
６ 水銀に関する水俣条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、

オーストリア、バハマ、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、

ブルキナファソ、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロ

ンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、

キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、

赤道ギニア、エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ド

イツ、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、

アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、キ

リバス、クウェート、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトア

ニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリ
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シャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、ナミビア、オランダ、ニカラグア、

ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パラオ、パナマ、パラ

グアイ、ペルー、フィリピン、ポルトガル、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ルワンダ、

セントクリストファー・ネービス、セントルシア、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジ

アラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、

南アフリカ共和国、スリランカ、パレスチナ、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、

タンザニア、タイ、トーゴ、トンガ、ツバル、ウガンダ、アラブ首長国連邦、英国、アメリ

カ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア 
 
７ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」と

いう。）の締約国等 
 
（１）締約国 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、

バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、

ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブル

ガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、

中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、

コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロ

ス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エク

アドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エスワティ

ニ、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、

ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、

ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、ア

イルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、ク

ウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテ

ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モ

ルディブ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、

モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、

ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、

オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、

フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロ

シア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント、

サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、

セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリ

ア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スウェーデン、ス

イス、シリア、タジキスタン、タイ、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジ

ア、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合

衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザン

ビア、ジンバブエ 
（２）締約国でない国又は地域であってワシントン条約に係る管理当局に準ずる当局を有する

国又は地域 
クック、ニウエ、南スーダン、台湾、東ティモール、タークス及びカイコス諸島 

 
８ 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の締約国等 

アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バー

ブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、

バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベ
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ナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、

ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、

中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コ

モロ、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キ

プロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エ

クアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エスワティニ、エチオ

ピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガー

ナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、バチカ

ン、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、

アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、キリバス、ク

ウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテン

シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モル

ディブ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、ミクロネシ

ア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、

ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、

ニウエ、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パレスチナ、パナマ、

パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カター

ル、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービ

ス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウ

ジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、

スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、

スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タジキスタン、タイ、東ティモール、トーゴ、

トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ツバル、ウガン

ダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウ

ズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
 

９ 大西洋まぐろ類の保存のための国際条約の締約国及び協力的な非締約国等 
  アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、カ

ナダ、カーボベルデ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コスタリカ、

コートジボワール、キュラサオ島、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、ＥＵ（欧州連

合）、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、

ホンジュラス、アイスランド、大韓民国、リベリア、リビア、モーリタニア、メキシコ、モ

ロッコ、ナミビア、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ロシア、

サンピエール島及びミクロン島、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、セネガル、シ

エラレオネ、南アフリカ共和国、スリナム、シリア、台湾、トリニダード・トバゴ、チュニ

ジア、トルコ、英国（バミューダ諸島、ヴァージン諸島、アセンション、セントヘレナ及び

トリスタン・ダ・クーニャ並びにタークス・カイコス諸島を含む。）、アメリカ合衆国、ウル

グアイ、バヌアツ、ベネズエラ 
 
１０ みなみまぐろの保存のための条約の締約国及び協力的な非締約国等 

オーストラリア、ＥＵ（欧州連合）、インドネシア、ニュージーランド、大韓民国、南アフ

リカ共和国、台湾 



経 済 産 業 省 
 

 

２０２１０１１９貿局第１号 

輸出注意事項２０２１第７号 

輸入注意事項２０２１第５号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
注意事項等の廃止について 

 
令和３年１月２７日 

 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 

 
次に掲げる注意事項等は、令和３年１月２６日限りで廃止する。 

 
 
○キンバリー・プロセス証明制度の参加国等について（平成１７年１２月１４日付け

輸出注意事項１７第３０号・輸入注意事項１７第６１号） 

○オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締約国等について（平成

２７年４月２２日付け輸出注意事項２７第６号） 

○「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情

報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関

するストックホルム条約」の締約国について（平成１８年３月１５日付け輸出注意

事項１８第４号） 

○水銀に関する水俣条約の締約国等について（平成２７年１１月１１日付け輸出注意

事項２７第２６号） 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等について

（平成１９年１０月１１日付け輸出注意事項１９第３１号） 

○（お知らせ）バーゼル条約の締約国等について（平成２７年４月２２日付け） 
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